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第 1章　新市建設計画の目的

1　背景と目的
（1）背　景

現在、我が国は、政治、行政、経済、社会等あらゆる分野において、大きな転換期を迎えて

おり、新しい時代に対応した改革が求められています。

地方自治体においても地方分権の推進が叫ばれ、行政能力の向上や財政基盤の強化が急務と

なっています。また、少子高齢化の進行や、多様化する住民ニーズへの対応、拡大する日常生

活圏に合わせた一体的な地域運営が必要となっています。

このような状況の中で、今後、地方自治体に求められる役割に適切な対応ができる体制づく

りに向けて、全国的に市町村合併の気運が急速に高まってきています。龍野市、新宮町、揖保

川町、御津町においても、まちづくりの有効な手段として市町合併問題について論議を進めて

きました。

とりわけ、1市 3町は、古くから同一の生活圏であり、清

流揖保川などの豊かな自然を共有するとともに、産業、経済、

教育、文化等の強い結び付きを持ち、ともに発展してきまし

た。行政においても、ごみ・し尿処理や火葬場、農業共済、

消防、水道、公平委員会の設置等様々な事務を共同処理し、

広域行政を進めています。

このたびの合併気運の中で、1市 3町においても、それぞ

れの地域の特性を生かし、質の高い、かつ総合的な施策の展

開を図ることにより、地域全体の活力を生み出すとともに、

理想のまちづくりを目指すための市町合併が求められていま

す。

（2）目　的
龍野市、新宮町、揖保川町、御津町の 1市 3町がひとつのまちになり、新しいまちの発展

を図り、理想となるまちづくりを進めていくためには、基本的な方針を定め、新市の均衡ある

発展と住民福祉の向上を図っていくことが必要となります。

そこで、1市 3町が一体となることで生み出される新しい力によって、新市が西播磨地域の

核となり、さらなる飛躍を遂げることができるよう、その礎となる新市建設計画を定めるもの

とします。

新宮町 

龍野市 

御津町 

揖保川町 

新宮町 

龍野市 

御津町 

揖保川町 
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2　新市建設計画の位置づけ
本計画は「市町村の合併の特例に関する法律」（合併特例法）に基づき作成するもので、県、

1市 3町の既存計画などと整合を図り、新市の進むべき方向として将来に対するビジョンを示

します。さらに、ハード・ソフト両面の視野をもち、ビジョンの実現に向けた方針と施策を定

めるものであり、新市のマスタープランとしての役割を果たすことになります。

新市のマスタープランに沿った具体的で詳細なまちづくりの内容については、新市において

策定することとなる新市総合計画の基本構想や基本計画、実施計画に委ねることになります。

3　新市建設計画の計画期間と構成
（1）計画期間

本計画は、平成 17 年度（2005 年度）から平成 27 年度（2015 年度）までの、合併後概ね

10年間を対象とします。

（2）計画の構成
本計画の構成は、新市建設計画の目的やまちづくりの課題等を踏まえ、「新市のまちづくり

の基本方針」と、基本方針の実現に向けた「新市の施策」、「公共的施設の統合整備の方針」、「新

市の財政計画」等を柱とします。

平成17年度 
（2005年度） 

平成27年度 
（2015年度） 

概ね10年間 

新市建設計画 
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4　合併の必要性
（1）広域的・総合的な行政サービスの提供の必要性

1 市 3町は清流揖保川とその水系である林田川流域に位置しており、歴史的にも清流の恵み

を生かした地場産業の振興や、文化面での結びつきも強い地域であるといえます。行政面にお

いても、広域的な連携を図りながら運営しています。

住民の日常生活においては、少子高齢化、高度情報化、国際化など、社会経済システムの変

化に伴い、行政に対する住民ニーズもより複雑多様化しています。また、日常生活圏や来訪者

の行動圏の拡大も進み、住民や来訪者のニーズに対応できる行政のあり方が問われているとこ

ろであり、今後、より高度で広域的・総合的なサービスの提供が求められています。

（2）地方分権に対応した自治能力向上の必要性
地方分権が実行段階に入った現在、国・県の権限が市町に移譲され、それぞれの機関の役割

が変わりつつあります。そのため、地方自治体は自治能力を高め、より重要な役割を果たして

いくことが求められています。

今後、地方自治体はこれまでの画一的な縦割りシステムからの脱却を図り、政策形成能力な

どを高め、主体的に考え自らの判断によって自ら行動していく必要があります。そのためには、

行政職員の専門的能力の向上、人材の育成、地域の創意工夫をまちづくりに生かしていくこと

ができる組織体制づくりなどに取り組んでいくことが求められています。

（3）行財政の効率化と財政基盤の強化の必要性
地方自治体の財政状況は、経済の長期的な低迷により税収が減少する一方、公債費負担が増

嵩するなど、将来の見通しは非常に厳しいものとなっています。

また、地方分権を推進するため、国庫補助負担金の改革、税源移譲、地方交付税の見直しの

三位一体改革が議論されており、地方の権限と責任が大幅に拡大されることとなっています。

このような状況下において、地方自治体は強い自覚を持って、効率的な人員配置や必要な施

策を見極め、効果的な予算配分を進めるなど、行財政改革を積極的に進めていくとともに、財

政基盤の充実強化に努める必要があります。
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1　地域の概況
（1）位置と地勢

新市は、兵庫県の南西部の西播磨地域に位置しており、南北に長い地形になっています。

市域の北側は山地が広がり、南は瀬戸内海に面し、南北に貫く形で揖保川が流れており、自

然環境に恵まれた地域になっています。

（2）面積
新市は、東西約 13.1km、南北約 26.8kmで 210.93km2 の面積を有します。

土地利用の状況は、次のとおりです。

（3）気候
年平均気温は約 15℃、年平均降水量は 1,200mm～ 1,300mm程度となっており、全般的

に温暖で雨が少なく、瀬戸内式気候の特徴を表しています。

第 2章　1市 3町の概況とまちづくりの課題

区分 総数 田 畑 宅地 山林 雑種地等 その他

面積 21,093 3,533.2
（14.5％）

554.9
（2.7％）

1,578.7
（7.7％）

10,135.1
（49.1％）

585.3
（2.8％）

4,789.9
（23.2％）

※総面積は国土交通省国土地理院「平成 13年全国都道府県市区町村面積調（10月 1日現在）」による。
※地目別面積は固定資産課税台帳記載面積の積み上げのため、合計は国土地理院による総面積と必ずしも一致しない。

東播磨地域 
神戸地域 

阪神地域 

中播磨地域 

丹波地域 

淡路地域 

西播磨地域 

但馬地域 

新宮町 

龍野市 

御津町 

揖保川町 

新宮町 

龍野市 

御津町 

揖保川町 
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（4）人口・世帯
総人口は、昭和 55 年から平成 7年までの推移では、一貫して増加の傾向が続きましたが、

平成 12年では微減となり、83,207 人となっています。

年齢別の人口をみると、0歳から 14歳の年少人口は減少の傾向が続いています。15歳から

64 歳の生産年齢人口は増加が続いていましたが、平成 12 年には減少しています。65 歳以上

の老年人口は増加の傾向が続いており、少子高齢化が進んでいることがうかがえます。

世帯数は、増加の傾向が続いている一方、1世帯当たりの人員は減少を続けています。

就業人口は、昭和 55 年から平成 7年までは増加が続きましたが、平成 12 年には 38,924

人と減少に転じ、全人口に占める就業者数の割合は 46.8％となっています。

産業別の人口をみると、全体的な傾向として、第 1次産業・第 2次産業の就業者が減少し、

第 3次産業の就業者が増加してきています。

■人口・世帯の状況

※総人口には年齢不詳の人口が含まれる。就業人口には分類不能の産業に従事する人の数も含まれる。　　資料：国勢調査
※第 1次産業：農業、林業、漁業
※第 2次産業：鉱業、建設業、製造業
※第 3次産業：電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業、

公務（他に分類されないもの）

昭和 55年 昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年
総人口 81,167 人 82,934 人 83,045 人 83,431 人 83,207 人

年少人口
（0～ 14歳）

20,511 人 19,494 人 16,441 人 14,105 人 12,934 人
25.3％ 23.5％ 19.8％ 16.9％ 15.5％

生産年齢人口
（15～ 64歳）

51,968 人 53,845 人 55,601 人 55,876 人 54,971 人
64.0％ 64.9％ 67.0％ 67.0％ 66.1％

老年人口
（65歳～）

8,685 人 9,590 人 11,003 人 13,442 人 15,302 人
10.7％ 11.6％ 13.2％ 16.1％ 18.4％

世帯 20,465 世帯 21,367 世帯 22,107 世帯 23,255 世帯 24,588 世帯
1世帯当人員 3.97 人 3.88 人 3.76 人 3.59 人 3.38 人

就業人口
36,894 人 37,872 人 38,878 人 40,327 人 38,924 人
45.5％ 45.7％ 46.8％ 48.3％ 46.8％

第 1次産業
3,132 人 2,745 人 2,037 人 1,910 人 1,411 人
8.5％ 7.2％ 5.2％ 4.7％ 3.6％

第 2次産業
17,978 人 18,447 人 18,958 人 18,625 人 16,957 人
48.7％ 48.7％ 48.8％ 46.2％ 43.6％

第 3次産業
15,752 人 16,614 人 17,843 人 19,777 人 20,460 人
42.7％ 43.9％ 45.9％ 49.0％ 52.6％
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■総人口の推移 ■年齢別人口比率の推移

■世帯数の推移 ■1世帯当たり人員の推移

■就業人口の推移 ■産業別就業人口比率の推移

（人） 

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 

82,934

83,045

83,431

83,207

81,167

70,000 75,000 80,000 85,000

10.7％ 

13.2％ 

11.6％ 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

25.3％ 64.0％ 10.7％ 

19.8％ 67.0％ 13.2％ 

16.9％ 67.0％ 16.1％ 

15.5％ 66.1％ 18.4％ 

23.5％ 64.9％ 11.6％ 

0～14歳　  15～64歳　  65歳～ 

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

21,367

22,107

23,255

24,588

20,465

（世帯） 

3.97

3.88

3.59

3.38

3.76

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
（人） 

36,894

37,872

40,327

38,924

38,878

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 

30,000 33,750 37,500 41,250 45,000
（人） 

8.5％ 

5.2％ 

4.7％ 

3.6％ 

7.2％ 

8.5％ 48.7％ 42.7％ 

5.2％ 48.8％ 45.9％ 

4.7％ 46.2％ 49.0％ 

3.6％ 43.6％ 52.6％ 

7.2％ 48.7％ 43.9％ 

1次産業　  2次産業　 3次産業 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

平成12年 

平成 7 年 

平成 2 年 

昭和60年 

昭和55年 
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（5）概況
1 市 3町は、南北に流れる自然と歴史が豊かな揖保川とともに発展してきた経緯があります。

この地域にとって貴重な存在である揖保川を軸に、北部の山々や原生林・鶏籠山などの豊かな

緑、瀬戸内海国立公園にも属する関西随一の遠浅海岸・新舞子浜、梅林などの自然資源や、国

指定史跡の新宮宮内遺跡、国指定重要文化財の賀茂神社、龍野城と脇坂藩 5万 3千石の城下

町に連なる古い町並み、国指定重要文化財の永富家住宅等の建築物、江戸時代に海の宿駅とし

て栄えた室津港などの歴史的資源も豊富に有しています。これらの地域資源を生かし、3箇所

ある国民宿舎を利用して多くの人がこれら魅力的な自然・歴史資源を訪れるなどの交流が行わ

れています。

風土が生み出した手延素麺や醤油醸造、皮革産業、かばん産業といった地場産業が根づく一

方で、ハイテク産業や電機産業も発展を続けています。特色ある農業も盛んで花きや紫黒米、

軟弱野菜、トマト、大根などが栽培されています。

また、この地域は、古くから山陽道、筑紫大道、揖保川の水運など交通の要衝として発展し、

現在も、山陽自動車道、国道 2号・29号・179 号・250 号、JR山陽本線・姫新線といった交

通軸が集中する地域となっており、さらには、この地域を起点とする中国横断自動車道姫路鳥

取線も整備が進められており、交通機能を介した広域的なつながりと広がりを有する地域です。

さらに、播磨科学公園都市では世界最高性能の大型放射光施設 SPring-8 をはじめ、兵庫県

立大学など学術研究機関が集積しており、保健・福祉・医療や教育の分野でも粒子線医療セン

ター、西はりま養護学校が整備され、今後は総合リハビリテーションセンターブランチが開設

されることになっています。豊かな自然環境のなかで、21 世紀の科学技術の発展を支える学

術研究機能と優れた先端技術産業を中心に、快適な居住環境を備えた国際的な科学公園都市を

目指して整備が進められており、新市においても重要な役割を果たしていくこととなります。
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2　住民意向調査の概要

（1）居住環境評価
【70％近い回答者が地域全体としての住みやすさに満足感を抱いています】

※「龍野市・新宮町・揖保川町・御津町・太子町合併に関する住民意向調査」の集計情報から龍野市、新宮町、揖保川町、
御津町住民の回答票を再集計し、整理したものです。

合併協議会では、合併に関連する情報を住民に的確に提供し、将来のまちづくりへの意向
等を把握するため、1市 3町の全世帯を対象に住民意向調査を行いました。
○調査対象　龍野市・新宮町・揖保川町・御津町在住全世帯（25,421 世帯）
○調査期間　平成 15年 7月 3日（水）～平成 15年 8月 15 日（金）
○回収数　　11,402 票（回収率 44.9％）

○「地域全体としての住みやすさ」について、「満足」「やや満足」が 70％近くなってい
ます。

○「山・川・海など自然の豊かさ」「上・下水道の整備状況」「広報誌など行政情報の提供」、
「ごみ処理やリサイクルの推進などの環境対策」についても「満足」「やや満足」を合わ
せて考えると、満足度が高くなっています。

○「やや不満」「不満」を合わせて考えると、「交通機関（鉄道、バス）の便利さ」「商工
業などの産業の活発さ」「医療体制の充実」「高齢者、障害者などの暮らしやすさ」「地
震や水害など、災害への備え」について満足度が低くなっています。

4.7

4.1

4.2

3.9

5.0

 （1） 農林水産業の振興と生産基盤整備状況 

 （2） 商工業などの産業の活発さ 

 （3） 日常の買い物の便利さ 

 （4） 山・川・海など自然の豊かさ 

 （5） 上・下水道の整備状況 

 （6） 公園・広場の整備状況 

 （7） ごみ処理やリサイクルの推進などの環境対策 

 （8） 地震や水害など、災害への備え 

 （9） 高齢者、障害者などの暮らしやすさ 

（10）子育てのしやすさ 

（11）健康診査などの保健サービス 

（12）医療体制の充実 

（13）学校教育のあり方 

（14）生涯学習施設の整備と学習の機会 

（15）スポーツ･レクリエーション施設の整備状況 

（16）まちの伝統を感じる歴史や文化の振興 

（17）道路の整備状況 

（18）交通機関（鉄道、バス）の便利さ 

（19）集会所など地域施設の整備状況 

（20）地域の人々のふれあいや助け合い 

（21）お祭りやイベントの参加機会 

（22）広報誌など行政情報の提供 

（23）地域全体としての住みやすさ 

0
（％） 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

満　足　  やや満足　  やや不満　  不　満　  不明・無回答 

31.4

18.8

35.0

43.9

41.4

37.0

45.5

32.7

32.7

40.8

49.9

27.9

37.6

38.9

35.1

47.1

36.1

18.0

43.2

46.7

48.7

54.3

53.5

35.4

43.1

26.5

11.5

15.0

31.4

20.4

40.9

39.4

29.8

24.0

40.1

32.6

35.2

35.4

25.8

34.3

35.1

29.1

30.3

26.7

18.0

22.2

13.0

24.8

15.9

3.7

6.9

13.4

8.1

14.1

15.9

9.3

6.4

20.3

11.8

8.5

12.7

6.1

16.3

37.9

10.8

8.3

6.7

4.6

6.1

14.6

10.8

5.1

5.0

4.7

6.0

4.1

7.5

5.9

13.3

6.0

5.9

12.7

11.4

9.9

8.6

5.4

4.2

5.9

6.0

8.0

6.6

3.9

5.6

2.5

17.5

36.0

32.0

12.2

21.9

4.8

6.1

6.7

13.6

5.7

5.3

6.0

6.9

12.4

7.9

4.8

11.0

8.7

9.9

16.5

14.4
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（2）合併への期待
【行政経費の削減や行財政運営の効率化に期待する人が過半数を占めています】

（3）合併への不安
【住民負担の増大やまちの面積が広くなることの弊害を心配されています】

○「職員・議員数の削減等による行政の経費の削減や行財政運営の効率化」が 56.1％と
半数以上の回答を集め、次いで「公共料金等住民負担の低減と行政サービスの向上を図
ることができる」が 41.9％と高い比率の回答となっています。

○「公共料金が高くなり、住民負担が重くなるのではないか」が 52.8％と半数以上が回
答され、「行政区域が広くなり、行き届いたサービスが受けられなくなるのでは」が
50.0％、「一部の地域だけが発展し、他の周辺部が取り残されるのではないか」も
44.6％と半数近い回答率となっています。

24.0

32.0

22.7

13.2

16.0

41.9

56.1

16.8

16.2

3.1

5.1

（％） 
0 10 20 30 40 50 60

財政規模の拡大による質の高い施設整備や魅
力的なプロジェクトの実施 
道路や公共施設の効率的な整備等、広域的視
点でのまちづくりの実現 
各市町の文化・スポーツ施設等の有効活用や
相互利用が可能となる 
地域資源の連携による観光・交流活動の活性
化を図ることができる 
専門職員の確保・体制の充実等、多様で高度な
行政サービスの実現 
公共料金等住民負担の低減と行政サービスの
向上を図ることができる 
職員・議員数の削減等による行政経費の削減
や行財政運営の効率化 
地域のイメージアップや存在感の向上による
企業誘致、若者の定住促進 
1市4町が一体となった広域的で魅力あるイ
ベントが開催できる 

そ　の　他 
 
不明・無回答 

公共料金が高くなり、住民負担が重くなるの
ではないか 
一部の地域だけが発展し、他の周辺部が取り
残されるのではないか 
議員数の減少で住民の意思が行政に反映され
にくくなるのではないか 
行政区域が広くなり、行き届いたサービスが
受けられなくなるのではないか 
役所が遠くなる恐れがあり、不便になるので
はないか 

旧市町間で対立が生じるのではないか 

住民の連帯感が薄れ、地域のコミュニティが
崩壊するのではないか 
市町固有の歴史・文化・伝統が忘れられてしま
うのではないか 

なれ親しんだ地名がなくなるのではないか 
 
そ　の　他 
 
不明・無回答 

52.8

44.6

12.0

50.0

29.1

21.2

11.6

8.0

16.5

2.5

3.6

（％） 
0 10 20 30 40 50 60
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（4）将来のまちづくりの重点
【福祉、環境、交通等の面を大切にしたまちづくりが望まれています】

○「高齢者、障害者福祉や医療などが充実した、健康で思いやりのあるまちづくり」が
50.4％となっており、「水や緑など自然を大切に守り、環境にやさしいまちづくり」が
36.5％、「生活環境や交通等が充実した、便利で住みやすいまちづくり」が 32.5％となっ
ています。

○また、「商業や工業が元気な活力あるまちづくり」「事故や災害のない安全で安心できる
まちづくり」「子供を健やかに育てることができる子育てのまちづくり」「教育や文化・
スポーツなど、人づくりを基本においたまちづくり」など、多様な分野で 20％前後の
回答となっています。

水や緑など自然を大切に守り、環境にやさ
しいまちづくり 

歴史や伝統文化にあふれた風格あるまち
づくり 
 
農林水産業が活発なまちづくり 
 

商業や工業が元気な活力あるまちづくり 
 

観光客がたくさん訪れる観光のまちづくり 
 
教育や文化・スポーツなど、人づくりを基
本においたまちづくり 

子供を健やかに育てることができる子育
てのまちづくり 

高齢者、障害者福祉や医療などが充実した、
健康で思いやりのあるまちづくり 

生活環境や交通等が充実した、便利で住み
やすいまちづくり 

地域でのまちづくり活動やボランティア活
動が盛んなコミュニティ豊かなまちづくり 

美しい町並みや調和のとれた景色を大切
にする景観のまちづくり 

外国人との交流が盛んな国際性豊かなま
ちづくり 

一人ひとりが尊重され、平和と人権が守ら
れるまちづくり 

事故や災害のない安全で安心できるまち
づくり 

情報や通信機能の発達した高度情報化の
まちづくり 
 
そ　の　他 
 

不明・無回答 

36.5

1.2

15.4

23.7

6.8

1.1

2.7

10.2

6.3

25.6

9.7

19.9

20.1

50.4

32.5

5.8

8.5

（％） 
0 10 20 30 40 50 60
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（5）住民意向調査のまとめ
【地域のよいところ・気になるところについて重点的なまちづくりが望まれています】

・地域の居住環境について、地域の評価をまとめると以下のようになります。

・将来のまちづくりの重点については以下のような回答となっています。

将来のまちづくりの重点として回答が集まった項目は、居住環境の評価において特に評価の

高い項目、低い項目に含まれており、地域のよいところ、気になるところについて重点的なま

ちづくりを望まれている人が多くなっています。

【合併に対しては行財政運営の効率化が期待され、公共料金による住民負担の増大や地域の広域
化の弊害が心配されています】
・合併への期待と不安についてまとめると以下のようになります。

合併に対して、行財政運営の効率化を望む人が多く、公共料金など住民負担の低減と行政サー

ビスの向上、道路や公共施設の効率的な整備について期待が高くなっています。

逆に、合併への不安として公共料金など住民負担の増大を心配する人が最も多くなっている

他、行政区域の拡大による弊害を挙げる人も多くなっています。

今後、まちづくりの方向について住民の意向を十分尊重し、合併を進めていく上で、これら

の住民の期待に応え、不安を解消していくことが求められます。

評価の高い項目（5項目抽出）
「山・川・海など、自然の豊かさ」
「上・下水道の整備状況」
「広報誌など行政情報の提供」
「地域全体としての住みやすさ」
「ごみ処理やリサイクルの推進などの環境対策」

評価の低い項目（5項目抽出）
「交通機関（鉄道、バス）の便利さ」
「商工業などの産業の活発さ」
「医療体制の充実」
「高齢者、障害者などの暮らしやすさ」
「地震や水害など、災害への備え」

重点的なまちづくりを進めることが大切と回答された項目（5項目抽出）
「高齢者、障害者福祉や医療などが充実した、健康で思いやりのあるまちづくり」
「水や緑など自然を大切に守り、環境にやさしいまちづくり」
「生活環境や交通等が充実した、便利で住みやすいまちづくり」
「商業や工業が元気な活力あるまちづくり」
「事故や災害のない安全で安心できるまちづくり」

合併への期待（3項目抽出）
「職員・議員数の削減等による行政経費の削減や行
財政運営の効率化」

「公共料金等住民負担の低減と行政サービスの向上
を図ることができる」

「道路や公共施設の効率的な整備等、広域的視点で
のまちづくりの実現」

合併への不安（3項目抽出）
「公共料金が高くなり、住民負担が重くなるのでは
ないか」

「行政区域が広くなり、行き届いたサービスが受け
られなくなるのではないか」

「一部の地域だけが発展し、他の周辺部が取り残さ
れるのではないか」
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3　まちづくりの課題
（1）経済活動の活発化

1 市 3町では、稲作を中心に、梅、トマト、花きなどの農作物の生産、干拓地を利用した大

根・人参等の野菜の生産、瀬戸内を中心とする漁業といった自然環境を生かした第 1次産業

が展開されています。しかし、担い手の高齢化や後継者不足のほか、海外からの一次産品の輸

入により第1次産業を取り巻く環境は厳しくなっており、担い手の育成や生産基盤の拡大など、

足腰の強い産業に育てていく必要があります。

第 2次産業、第 3次産業においては、商工業などを中心にその活性化が望まれていますが、

第 2次産業では、古い歴史を持つ醤油醸造業や素麺製造業、皮革製造業をはじめ、かばん産

業などの地場産業が発達している一方、エアバッグ・インフレーター部品など日本一の生産量

を誇るハイテク産業や電機産業、さらには播磨科学公園都市における放射光施設の研究成果等

を活用した、新しい時代を担う先端技術産業の発展が期待されています。しかし、第 2次産

業は中小企業も多く、経営基盤の強化やさらなる人材育成などに取り組んでいく必要がありま

す。

第 3次産業では、消費行動の広域化による商業圏の拡大、大型店舗やコンビニエンススト

アの立地、沿道型商業の発達等、商業環境が大きく変化しており、小規模小売店や既存の商店

街の振興などの方策が課題となっています。

さらに、地域がもつ産業力を最大限に発揮していくため、地域資源などを生かした特産品づ

くりや観光関連産業の振興、さらには既存産業と高度技術産業との連携による異業種交流など

により、さらなる産業の振興を図ることが重要となっています。

（2）歴史・文化の保全・活用
1 市 3町には、龍野城やそのふもとの武家屋敷、町家などの町並みが残る城下町、江戸期の

栄華を現代に伝える港町・室津、国指定史跡の新宮宮内遺跡、国指定重要文化財の永富家住宅

など、多くの歴史的な資源を有しています。また、近年では、剣豪宮本武蔵ゆかりの地として

も脚光を浴びるようになっています。さらに、童謡赤とんぼの里としても広く知られています。

1市 3町の現在の姿は、これらの貴重な歴史の積み重ねの上に成り立っており、今後も地域

住民が歴史・文化の大切さについて理解を深め、誇りと愛着をもち次世代へ引き継いでいく必

要があります。同時に、これらを観光や地域学習などの中で活用するとともに、対外的に PR

し来訪者を増やすことで、より愛され親しまれる地域づくりに努めることが重要です。
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（3）自然との共生
1 市 3町は、清流揖保川や、緑豊かな山野、新舞子の干潟など美しい海岸をもった瀬戸内海

など、多様な自然環境を有しています。これらの自然環境は植物、動物、昆虫など様々な生き

物の生息場所となっているだけでなく、大気の浄化や安らぎの場、生産の場といった機能をも

つ貴重な地域資源であり、今後もその保全に努めることが強く望まれています。

1市 3町では、豊かな自然を満喫できるよう、海岸線の整備や揖保川河川敷などを生かした

公園、まちの中に花があふれる花いっぱい運動などに取り組んできましたが、今後も人と自然

がふれあうことができる空間づくりや憩いの場づくりについて、保全と整備のバランスに配慮

しながら、さらなる取組みが必要です。

（4）快適な生活環境の整備
地球規模で広がる温暖化やオゾン層破壊など環境問題が深刻となってきていますが、住みよ

い環境を創出するため、住民・企業・行政が連携し、環境保全への意識の啓発と、それぞれの

役割に応じた活動を展開していくことが求められます。

そのためには、住民一人ひとりの生活についても見直しが必要となり、循環型の社会づくり

に取り組むことが重要です。そして、ごみの分別収集・減量化を促進するとともに、行政にお

いてはリサイクルの仕組みづくりやごみ処理体制の充実、下水道の整備、さらには良質な上水

の供給などに一層取り組み、環境にやさしいまちづくりを進めていくことが強く求められてい

ます。

（5）安全・安心の地域づくり
近年における建築物の高層化や複合化、自動車交通量の増大、予期せず発生する地震や風水

害・高潮等の自然災害など、災害の形態も多様化・複雑化し、被害の拡大をもたらす危険性が

高まっています。また、当地域の北部に隣接する山崎断層による地震発生の可能性等から、住

民を災害から守る体制を整備することは、安全で住みよいまちづくりを進める上での重要な課

題となっています。

一方、都市化の進展などを背景として、災害に対する防災力の低下が懸念されているととも

に、犯罪や交通事故の増加が続いています。防災については、「自らの安全は自ら守る」との

基本に立ち、消防本部や消防団、自主防災組織と連携しながら、地域の防災体制を強化するこ

とが求められています。防犯、交通安全についても地域と連携し、防犯意識、交通安全意識の

高揚に努め、安心して暮らすことができるまちづくりに取り組むことが大切です。

また、IT 化、国際化、規制緩和の進展など消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、住

民が安全にかつ安心して消費生活を送ることができるよう、適切な情報提供や啓発を行うなど、

消費者行政の充実に努める必要があります。
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（6）都市基盤の整備
1 市 3町には、様々な個性をもった市街地が形成されてきましたが、今後は、土地の有効利

用を図りながら、ひとつの新しいまちとしてまとまりのある市街地の形成と、さらなる住環境

整備を図らなければなりません。一方、新しい市街地整備も必要であり、播磨科学公園都市や

JR竜野駅周辺や山陽自動車道龍野西 IC周辺などでの市街地づくりを県や関係機関と連携を図

りながら進めていくことが必要です。

道路については、平成 15年 3月に播磨自動車道が開通し、産業分野など各方面への波及効

果が期待されるところです。今後、新市の南北をつなぐ道路など広域的機能をもつ道路整備や

生活道路を含め、新市にふさわしい道路体系の構築を図っていく必要があります。

交通面において、鉄道では JR山陽本線・姫新線が通り、合わせて 6駅が設置されていますが、

鉄道輸送力の増強や、鉄道とバスの乗換えサービスの向上、歩行者・自転車・自動車が利用し

やすい周辺整備など駅の交通機能を高めていくことが求められています。

また、コミュニティバスの運行促進など、住民生活に身近な公共交通機能を強化し、交通の

利便性を高めていくことが強く望まれています。

（7）保健・福祉・医療の充実
1 市 3町においても、着実に少子高齢化が進んでいます。子どもの数が減る一方で世帯の核

家族化や働く女性の増加など、子どもを取り巻く環境が変化しています。そのため、次世代育

成支援対策推進法等に基づき、住民ニーズを踏まえた子育て支援の充実や、子どもが健やかに

成長できる環境づくりなどの次世代育成支援対策を進めていくことが重要です。

高齢者福祉では、高齢者数の増加が進んでいる中、介護保険制度の導入などにより、多様な

住民ニーズへの対応を進めてきていますが、さらに高齢者福祉サービスの充実を図るとともに、

高齢者が健康で生きがいをもって暮らしていくことができるよう、保健・福祉・医療の連携の

強化、高齢者の社会参加の促進などに取り組む必要があります。

また、都市施設を中心に高齢者や障害者の視点に立った施設改善が図られていますが、今後

もだれもが安心して地域で生活していくことができるまちづくりが求められています。

特に、高齢者、障害者福祉や医療の充実については住民からの要望が強くなっており、積極

的な取組みを進めていくことが必要です。

（8）人づくりの推進
子どもは地域の未来を担う貴重な人材であり、学校、家庭、地域が一体となって大切に育て

ていくことが重要です。学校においては完全学校週 5日制が実施され、教育課程において「総

合的な学習の時間」の導入やトライやる・ウィーク事業、自然学校等により、たくましく生き

る力を養う教育が実践されています。今日、子どもの活動の場として地域に求められる期待は

大きくなっていることから、地域の教育力を向上させることが大切であり、さらには、これら
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の取組みを通じて子どもから大人まで一人でも多くの人に郷土を愛する心をもってもらうこと

も大切です。

一方、誰もがいつでもどこでも学び、こころ豊かに暮らしてゆけるよう、図書館など生涯学

習施設の充実が大切であり、また、健全な心身を養い、人と人がふれあえるよう、スポーツ・

レクリエーションの振興に取り組むことが重要です。

さらに、人権教育の推進や男女共同参画社会の実現により、すべての人が等しくともに生き

る地域づくりを進めることが必要です。

（9）多様な交流の促進
新市が一体感をより強めていくためには、合併するお互いの地域について十分理解し合うこ

とが大切であり、イベント等のソフト施策を展開することにより広く住民同士の交流を進める

ことが重要です。

また、新市の自然・歴史資源を求める来訪者も多く、より多くの人が楽しむことができるよ

う、魅力的な資源の PRやネットワーク化を図り、まちの活力を強めていくことが大切です。

さらに、世代間交流、地域間交流、国際交流などの多様な交流を促進し、まちづくりの新た

な活力を生み出す仕組みづくりについても積極的に取り組んでいくことが求められています。

（10）住民参加によるまちづくり
地方分権が進み、地方自治体の役割と責任が大きくなる一方、住民ニーズも複雑で多様なも

のになってきています。そのため、専門的かつ高度な行政サービスを提供できるよう、行政能

力の向上を図るとともに、さらなる行政改革の推進により財政基盤の強化と効率化を図るなど、

合併によるメリットを最大限に活用しなければなりません。また、電子自治体の構築を目指し、

IT 化を促進するとともに、個人情報の保護に留意しつつ一層の情報公開を進めることが必要

となっています。

同時に、住民が自らのまちについて考え、まちづくりに主体的に参加しやすい手法や地域の

一体性、連帯感を醸成する仕組みづくりを考えることが大切です。さらに、行政とのパートナー

シップのもと、地域の特性を生かした住民によるまちづくり活動を支援していくことも求めら

れています。
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1　人口・世帯数
（1）総人口

新市の人口は、平成 7年で 83,431 人、平成 12 年で 83,207 人となっており、近年は安定

した推移を保っていますが、10 年後の人口を推計すると、現在の人口より減少する結果が出

ています。

新市においては、将来に明るい展望がもてるまちづくりを進めていくため、合併後 10年の

間に、定住や活発な交流につながる魅力ある都市基盤の整備、だれもが安心して生き生きした

生活が送れるよう子育て支援や学校教育・生涯学習の充実、保健・福祉・医療の充実、産業の

振興などに積極的に取り組んでいきます。これらの様々な施策展開が人口の定着につながるこ

とを期待し、10 年後の人口の見通しとして、新市発足時の人口を維持する概ね 83,000 人と

想定します。

（2）年齢別人口
近年、少子高齢化の傾向が見られ、今後もその傾向は続くものと考えられます。

よって、10 年後の年齢別人口として、年少人口は 11,869 人、生産年齢人口は 49,966 人、

老年人口は 21,165 人と想定します。

（3）世　帯
世帯数は増加する傾向が見られ、人口がほぼ均衡した状態となっていることもあり、1世帯

当たりの人員は少なくなってきています。今後も、同様の傾向が続くものと考えられることか

ら、10年後の 1世帯当たり人員を 2.83 人と想定し、世帯数を概ね 29,329 世帯と想定します。

第 3章　主要指標の見通し
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■人口・世帯の見通し

■参考　人口の推移

（推計値）：コーホート法による人口推計値で人口の自然増減、社会増減（転出・転入）の数を加味し推計人口を算出している。
※ 1：総人口 83,000 人、79,656 人に※ 2（14.3％、60.2％、25.5％）を乗じた値。
※ 2：推計値による比率を採用。
※ 3：総人口 83,000 人、79,656 人を※ 4（2.83 人 / 世帯）で割った値。
※ 4：過去 10年間の推移をもとに推計した値。
※　：実数の総人口には年齢不詳も含まれる。

実数 見通し 参考
平成2年 平成7年 平成12年 平成27年 平成27年(推計値)

総人口 83,045 人 83,431 人 83,207 人 83,000 人 79,656 人

年少人口
（0～ 14歳）

16,441 人 14,105 人 12,934 人 ※ 1     11,869 人 ※ 1     11,345 人
19.8％ 16.9％ 15.5％ ※ 2         14.3％ ※ 2         14.3％

生産年齢人口
（15～ 64歳）

55,601 人 55,876 人 54,971 人 ※ 1     49,966 人 ※ 1     47,971 人
67.0％ 67.0％ 66.1％ ※ 2         60.2％ ※ 2         60.2％

老年人口
（65歳～）

11,003 人 13,442 人 15,302 人 ※ 1     21,165 人 ※ 1     20,340 人
13.2％ 16.1％ 18.4％ ※ 2         25.5％ ※ 2         25.5％

世帯 22,107 世帯 23,255 世帯 24,588 世帯 ※ 3  29,329 世帯 ※ 3  28,147 世帯
1 世帯当人員 3.76 人 3.59 人 3.38 人 ※ 4        2.83 人 ※ 4        2.83 人

昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

人口実数 81,167 82,934 83,045 83,431 83,207

参考（推計値） 82,707 81,609 79,656

資料：各年国勢調査
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2　就業人口
総就業人口は、近年 38,900 人前後、就業人口比率は 40％台後半の値で推移を続けています。

これまでの推移をもとに、10年後の就業人口比率を 47.2％と想定し、総人口の見通しとし

ている 83,000 人をもとに総就業人口を約 39,200 人と想定します。

産業分類別では第 1次産業、第 2次産業の比率が下がり、第 3次産業の比率が高まる傾向

がみられることから、10 年後では第 1次産業 510 人、第 2次産業 14,090 人、第 3次産業

24,600 人と想定します。

■産業別就業人口の見通し

実数 見通し
平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 27年

総就業人口 38,878 人 40,327 人 38,924 人 ※ 1　　39,200 人
就業人口比率 46.8％ 48.3％ 46.8％ ※ 2 　　　47.2％

第 1次産業
2,037 人 1,910 人 1,411 人 ※ 3　 　　510 人
5.2％ 4.7％ 3.6％ ※ 2　　　　1.3％

第 2次産業
18,958 人 18,625 人 16,957 人 ※ 3　　14,090 人
48.8％ 46.2％ 43.6％ ※ 2　 　　35.9％

第 3次産業
17,843 人 19,777 人 20,460 人 ※ 3　　24,600 人
45.9％ 49.0％ 52.6％ ※ 2　　 　62.8％

※ 1：総人口 83,000 人に※ 2（47.2％）を乗じた値。
※ 2：過去 10年間の推移をもとに推計した値。
※ 3：総就業人口 39,200 人に※ 2（1.3％、35.9％、62.8％）を乗じた値。
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第 4章　新市のまちづくりの基本方針

1　新市の将来像

将来像の基盤となる地域の個性

【豊かな自然と共生する地域】

新市には、豊かな自然を育む清流揖保川が南北に流れています。そして新市の南部には新舞

子の干潟など美しい海岸をもつ瀬戸内海が広がっています。北部の山地や鶏籠山の原生林、梅

林など緑や花も豊富な地域です。

このように、新市は山・川・海に恵まれ、これらの自然は、住民の日常生活や新市の地場産

業、観光といった面で、なくてはならない貴重な存在となっています。

【歴史・文化に恵まれた地域】

新市は、龍野城や城下町の町並み、室津の港と海駅の町並み、国指定史跡新宮宮内遺跡、国

指定重要文化財の永富家住宅など歴史資源に恵まれた地域です。また、古い歴史をもち清流揖

保川の恵みを生かした醤油醸造業や素麺製造業、皮革産業といった地場産業も盛んです。さら

に、近年では童謡赤とんぼの里として知られるなど、独自の文化を築いている地域です。

【世界に通じる先端技術が集積する地域】

播磨科学公園都市は、「人と自然と科学が調和する高次元機能都市」を基本理念に、「科学技

術都市」、「国際交流都市」、「公園景観都市」、「医療健康都市」の実現を目指す兵庫県の基幹プ

ロジェクトです。豊かな自然環境の中で、21 世紀の科学技術の発展を支える学術研究機能、

優れた先端技術産業を中心に、快適な居住環境等を備えた国際的な都市として整備が進められ

ている地域です。



20 21

̶地域の個性を生かし
　　住民と行政がともに進めるまちづくり̶

自然と歴史と先端科学技術が調和し
　　　　　　　一人ひとりが輝くまち

将来都市像

これらの豊かな自然や特色ある地域の歴史・文化、先端技術や産業等を新市が一体とな

り、ともに育み、生かしていく視点が重要です。清流揖保川や豊かな緑、瀬戸内の海といっ

た自然環境の保全と活用、歴史的な景観をつくる町並みの保全や再生、恵まれた交通機能

を生かしながら、伝統的地場産業や最先端技術を擁する新産業の振興などに積極的に取り

組みます。特に播磨科学公園都市については、県関係機関との協力のもと整備推進を図る

とともに、新市における雇用機会の創出、教育文化の高揚、健康福祉の増進等に寄与する

ことを目指します。

また、自然や歴史に囲まれ、住民が快適に暮らすことができる住環境の創出、まちを訪

れる人を思いやるもてなしのまちづくりなど、まちづくりの主役である「人」を大切にし

た取組みを進めていくことが重要です。

さらに、住民と行政の参画と協働によるまちづくりを展開し、新市の魅力的な地域資源

と人々がうまく結び合い、新しい文化を切り拓き、西播磨地域の核となるまちとして羽ば

たいていけるよう、新しいまちの将来像を以下のように掲げます。

基本姿勢
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2　まちづくり施策の指針

（1）地域を支え世界に羽ばたく産業づくり
新しいまちにふさわしい活力を育んでいくため、商工業を中心に様々な産業の振興を図ると

ともに、播磨科学公園都市における開発研究機能や高度な技術をもつ先端技術産業との連携を

進め、従来の枠組みを越えた産業展開を目指します。

日本の食文化が見直されている今、新市においても農業、漁業の担う役割は非常に重要であ

り、生産基盤の整備や次代の担い手育成に努めます。

伝統ある地場産業やハイテク産業、電機産業、播磨科学公園都市の新産業についても、新た

な技術開発などに向けた支援を行うとともに、魅力的な企業の誘致を進めます。

商業では、小売店や商店街の活性化、市街地の再生を図り、地域のにぎわいづくりを支援し

ていきます。

観光面では、地域資源のネットワーク化の推進、資源を生かした特産品の開発や販売促進、

観光拠点の充実などに取り組み、新たな交流を生み出し、新市の活力アップにつなげます。

（2）自然と調和した快適で安心な環境づくり
清流揖保川、林田川、美しい瀬戸内海は新市にとって、さらには地球規模からの視点におい

てもかけがえのない貴重な資源であり、その自然環境の保全を積極的に進めます。そして、こ

れらの恵まれた自然環境と人とがいつまでも共生できるように、自然への理解を深め、人と自

然とのふれあいの機会を増やす取組みを進めるとともに、自然を生かしたレクリエーション空

間の整備や花や緑に囲まれた憩いの場づくりを進めるなど、うるおいのある環境の創出に努め

ます。

身近な自然に目を向ける一方で、個人の生活や産業活動における環境への配慮も不可欠であ

り、ごみの分別収集や減量化の徹底など循環型の社会づくりに向けた取組みを促進し、行政に

おいては新市の循環型社会の構築を進め、リサイクルの推進や廃棄物処理機能の充実など環境

○地域を支え世界に羽ばたく産業づくり
○自然と調和した快適で安心な環境づくり
○健やかに暮らせる福祉コミュニティづくり
○未来を担い文化を育む人づくり
○活力あふれる交流と連携のまちづくり

まちづくり施策の指針　5つの柱
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にやさしいまちづくりを進めます。

また、快適な生活環境の確保を図るため、計画的な下水道整備の推進、良質な上水の供給に

努めます。

さらに、防災施設の充実や自主防災組織との連携による地域の防災体制の強化などに取り組

み、安心して暮らせる災害に強いまちづくりを目指します。

（3）健やかに暮らせる福祉コミュニティづくり
子どもや高齢者、障害者など、すべての人が健やかに暮らすことができるまちを目指し、誰

もが地域や社会へ参加でき、住民相互が協力し支え合うことができるまちづくりを進めます。

そのため、介護サービスの充実をはじめ、新市の主要な都市施設のバリアフリー化の推進、

地域を連携するコミュニティバスの運行、福祉施設の充実などを図ります。

また、高齢者や障害者の社会活動参加の支援、多様な子育て支援サービスの提供や相談活動、

福祉ボランティアの活動支援などに取り組み、総合的な福祉サービスの充実に努めます。

一方、住民の病気の予防や健康づくりの支援を行い、医療機能の充実についても取り組んで

いきます。

さらに、保健・福祉・医療の連携を強め、住民一人ひとりに応じた適切な情報提供や相談活

動などを展開し、住民の健やかな生活を支援します。

（4）未来を担い文化を育む人づくり
新市の歴史・文化は、我々の先人が幾年にもわたって知恵と努力を積み重ねてきた成果であ

り、新市の貴重な資源として引き継ぎ、まちづくりに大切に生かしていきます。

一方、地域において、子どもが健やかに育ち、自ら学び考える力や豊かな人間性といった生

きる力を身につけられるよう、ゆとりをもった学校教育を進めるとともに、生活体験、社会体

験、自然体験など、幅広い子どもの体験活動が実現できるよう、学校・家庭・地域が連携し、

教育環境を整えるなど、新市を支え、未来を担う人づくりを積極的に進めます。

また、学校施設や図書館、スポーツ施設等の整備や、学ぶ機会の充実などに取り組み、誰も

が自主的に学習やスポーツ・レクリエーションに取り組むことができる環境づくりに努めます。

さらに、地域の中で青少年を温かく見守り、健やかな青少年を育成していくほか、誰もが尊

重される人権のまちづくりを進めます。

（5）活力あふれる交流と連携のまちづくり
新市の連携を支え、交流を生み出し一体性を高めていくため、地域を結ぶ道路網や鉄道・バ

スの利便性を高めるなど、交通機能の充実を図ります。

新市は南北に細長い地形となっているため、南北をつなぐ幹線道路の整備を軸に、各地域や

主要施設のネットワーク化、身近な道路機能の充実などに取り組むとともに、JR山陽本線・


